
国
民

年
金

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
に
つ
い
て

●
国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
（
非
課
税
）

の
対
象
で
す
。

●
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国
民
年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
場

合
は
、「
領
収
証
書
」
や
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、
11
月
上
旬
に
社
会
保
険

庁
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
ま
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ．

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
月
分
以

外
の
保
険
料
を
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
場
合
は
、
今
年
分
と
し
て
申
告
で

き
ま
す
か
？

Ａ．

今
年
分
と
し
て
申
告
で
き
ま
す
。「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証

明
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
険
料
額
に
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料
額
を
合
算
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
後
か
ら
納
付
し
た
保
険
料
分
の
「
領
収
証
書
」
に

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ．

家
族
の
保
険
料
を
納
付
し
ま
し
た
が
、
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
？

Ａ．

世
帯
主
又
は
配
偶
者
と
し
て
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
場
合
は
、

納
付
し
た
人
が
そ
の
保
険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
社
会
保
険
庁
の
問
い
合
せ
先
窓
口
＝

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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成
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9
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後
5
時
）

10広報かみのかわ　19.11.1

免
除
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
と

年
金
は
ど
う
な
る
の

○
保
険
料
の
全
額
免
除
や
一
部
納
付
等
の

承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
保
険
料
を
全

額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
、
将
来
受
け

る
年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

○
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
ま
す
。

○
追
納
す
る
場
合
は
、
保
険
料
免
除
等
の

承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起

算
し
て
、
3
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を

追
納
す
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

○
な
お
、
平
成
19
年
度
中
に
追
納
す
る
場

合
の
加
算
額
を
加
え
た
追
納
額
は
、
左

表
の
と
お
り
で
す
。

免除の承認を受けた年度の保険料を

平成19年度に追納する場合の額

半額免除全額免除

─16,550円平成 9 年度の月額

─16,310円平成10年度の月額

─15,680円平成11年度の月額

─15,070円平成12年度の月額

─14,500円平成13年度の月額

6,970円13,940円平成14年度の月額

6,860円13,730円平成15年度の月額

6,770円13,540円平成16年度の月額

6,790円13,580円平成17年度の月額

6,930円13,680円平成18年度の月額

平成16年度分以前の保険料には加算額が上乗せされます

▼問い合せ先＝保険課　国民年金係　1%6９１３４


